
障害者週間啓発活動に参加しました 

障害者生活支援センター・いきいき 新川貴大 

 

12/6(金)に JR・京阪京橋駅のコンコースで障害者週間の啓発活動を行いました。

平成 16 年の障害者基本法の改正に伴い、12/3～12/9 までが障害者週間の期

間とされています。 

参加者は大阪府肢体不自由児者父母の会連合会より 8名、大阪府肢体不自

由者協会より理事長、障害者生活支援センターいきいき職員、合計 10名でした。 

地道な活動ではありますが、少しでも多くの方に関心を持ってもらえたら幸いです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


